
種類 読み方(代表例) 俗説 旧暦1日
先勝 さきがち、せんしょう 午前吉(午後凶) 1、7月
友引 ともびき 正午以外吉、葬儀不可 2、8月
先負 さきまけ、せんぷ 午前凶(午後吉) 3、9月
仏滅 ぶつめつ 終日凶 4、10月
大安 たいあん 終日吉 5、11月
赤口 しゃっこう 正午以外凶 6、12月

六曜一覧
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篠
岡
神
社
報 先

勝
、
友
引
、
先
負
、
仏
滅
、

大
安
、
赤
口
…
身
近
な
暦
と
し
て
、

六
曜
が
あ
り
ま
す
。
神
社
で
祈
祷

を
受
け
る
の
は
大
安
の
日
が
良

い
、
友
引
の
日
に
葬
儀
は
駄
目
…

六
曜
の
読
み
方(

先
負
＝
さ
き
ま

け
、
せ
ん
ぷ
等)

や
意
味
に
つ
い
て

は
色
々
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、

本
来
、
神
社
や
仏
閣
に
は
直
接
的

に
関
係
の
あ
る
類
の
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
根
拠
も
不
透
明
な
も
の

で
す
。
現
に
神
社
に
お
け
る
恒
例

祭
典
の
日
時
を
、
六
曜
に
配
慮
し

て
決
め
て
い
る
と
言
う
事
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

六
曜
は
元
は
古
代
中
国
の
「
六

壬
時
課(

り
く
じ
ん
じ
か
、
ま
た
は

ろ
く
じ
ん
の
と
き
う
ら
な
い
等)

と

言
う
占
い
で
あ
る
と
さ
れ
日
本
に

は
鎌
倉
～
室
町
期
に
伝
来
し
た
と

言
わ
れ
ま
す
が
定
か
で
は
な
く
、

ま
た
伝
来
当
初
と
は
そ
の
内
容
、

六
曜
の
当
て
字
、
内
容
も
大
き
く

変
質
し
て
本
来
の
意
味
を
失
っ
て 

上 

末 
    

八

幡

社 

大

字

上

末

字

新

田

一

二

五

番

地 

 

下 

末 
    

天
満
天
神
社 

大
字
下
末
字
天
神
前
一
四
七
五
番
地 

 

池
之
内 

    

八

幡

神

社 

大
字
池
之
内
字
雨
作
六
三
一
番
地 

 

林 
    

三

明

神

社 

大

字

林

北

一

〇

一

番

地

の

一 

 

野 

口 
    

白

山

社 

大
字
野
口
字
神
尾
前
二
八
七
七
番
地 

 

野 

口 
    

神

明

社 

大
字
野
口
字
勾
当
田
二
五
七
七
番
地 

 

野 

口 
    

八

幡

社 

大
字
野
口
字
惣
門
二
二
〇
七
番
地 

 

大 

山 
    

兒

社 

大

字

大

山

字

郷

島

四

一

二

番

地 

発
行 

宮

司

 

加

藤

祐

佑 

〇
五
六
八
‐
七
七
‐
四
三
二
〇 

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
東
春
神
社
考
」  

 

い
る
と
見
る
向
き
も

あ
り
ま
す
。 

六
曜
は
、
旧
暦
＝
太

陰
太
陽
暦
の
一
月
一

日
が
先
勝
、
二
月
一
日 

が
友
引
、
三
月
一
日
が

先
負
…
と
各
月
の
一

日
に
六
曜
が
割
り
当

て
ら
れ
、
そ
れ
が
十
二

ヶ
月
で
二
巡
し
、
ま
た

各
月
は
一
日
に
割
り

当
て
ら
れ
た
六
曜
か

ら
順
番
に
先
述
の
通

り
に
回
る
と
言
う
単

純
な
法
則
で
す
。
現
行

の
暦(

グ
レ
ゴ
リ
オ

暦) 

に
お
い
て
こ
の

順
番
が
い
き
な
り
飛

ぶ
の
は
、
単
に
旧
暦
の

月
が
変
わ
っ
た
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ

の
旧
暦(

＝
現
行
は
天

保
暦
、
公
的
に
は
廃
止

済) 

は
、
閏
月
の
挿
入 

の
問
題
で
西
暦
二
〇

三
三
年
以
降
こ
の
ま

ま
使
う
事
は
出
来
ず
、

そ
れ
に
伴
い
六
曜
を

充
て
る
事
が
出
来
な

く
な
り
ま
す
。 

 

先
述
の
通
り
六
曜

は
中
世
に
日
本
に
伝

わ
っ
た
当
初
は
あ
く

ま
で
占
い
の
一
種
で

し
か
な
く
、
二
十
四
節

気
の
様
に
農
業
に
必

要
で
あ
る
等
の
生
活

に
必
須
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
が
江
戸
時
代
に

ブ
ー
ム
と
な
り
ま
し

た
が
明
治
時
代
に
は

政
府
に
よ
り
「
迷
信
で

あ
る
」
と
カ
レ
ン
ダ
ー

へ
の
記
載
が
制
限
さ

ら
た
も
の
の
、
戦
後 

(

裏
面
に
続
く) 

神
社
と
六
曜
と
２
０
３
３
年
問
題 



そ
の
様
な
規
制
が
な
く
な
り
復
活

し
、
ま
た
ブ
ー
ム
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
当
時
も
、
根
拠
が
不
明
な
六

曜
を
カ
レ
ン
ダ
ー
に
記
載
す
る
事

へ
の
異
論
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

ま
た
、
例
え
ば
「
仏
滅
」
は
当

初
「
物
滅
＝
万
物
が
新
し
く
な
る

日
」
と
し
て
吉
日
で
あ
っ
た
と
言

う
説
も
あ
り
、
今
日
言
わ
れ
る
意

味
と
全
く
逆
の
捉
え
方
を
さ
れ
て

い
た
と
す
る
論
も
あ
り
ま
す
。
そ

も
そ
も
論
と
し
て
、「
仏
滅
」
に
し

ろ
「
物
滅
」
に
し
ろ
、
そ
ん
な
日

が
六
日
に
一
度
回
っ
て
き
て
そ
の

日
は
慎
め
＝
何
も
す
る
な
と
言
わ

れ
て
し
ま
う
と
、
社
会
活
動
は
成

り
立
ち
ま
せ
ん
。
も
っ
と
言
え
ば
、

正
月
や
新
嘗
祭(

＝
勤
労
感
謝
の

日)

等
の
神
事
を
含
む
、
ほ
ぼ
全
て

の
年
中
行
事
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
を

基
準
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
今
日

に
お
い
て
、
旧
暦
に
よ
り
割
り
振

ら
れ
る
六
曜
を
慶
弔
の
日
取
り
の

根
拠
と
す
る
事
は
、
伝
統
や
習
俗

を
重
視
す
る
に
し
て
も
整
合
性
の

取
れ
な
い
事
か
と
思
い
ま
す
。 

 

個
人
的
な
経
験
に
よ
る
も
の
で

す
が
、
関
西
…
特
に
大
阪
で
は
、

六
曜
は
あ
ま
り
気
に
さ
れ
な
か
っ

た
様
に
思
い
ま
す
。
対
し
て
愛
知

県
、
特
に
尾
張
地
域
は
、
年
配
の

方
を
中
心
に
六
曜
を
気
に
さ
れ
る

方
が
多
い
様
に
思
い
ま
す
。
日
本

全
国
で
見
る
と
、
か
な
り
地
域
差

が
あ
る
で
し
ょ
う
。 

広
く
世
間
に
浸
透
し
て
い
る
六

曜
で
は
あ
り
ま
す
が
、
先
述
の
通

り
根
拠
は
曖
昧
で
神
社
に
は
直
接

的
に
関
係
が
無
く
、
ま
た
近
い
将

来
そ
の
割
り
振
り
す
ら
出
来
な
く

な
る
…
仏
滅
だ
か
ら
、
赤
口
だ
か

ら
、
と
あ
ま
り
拘
り
過
ぎ
る
必
要

も
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い

ま
す
。 

 

※
当
職
個
人
の
見
解
を
含
み
ま
す
。 

            

祭
典
予
定 

 

八
月 

十
八
日 

天
満
天
神
社
月
次
祭 

 

九
月 

十
五
日 

上
末
八
幡
社
摂
社 

 
 
 
 

貴
船
社
例
祭 

二
十
二
日
天
満
天
神
社
歳
旦
祭 

 

十
月 

十
三
日 

兒
社
例
祭 

 
 
 
 

三
明
神
社
例
祭 

 
 
 
 

池
之
内
八
幡
神
社
例
祭 

 
 
 
 

上
末
八
幡
社
例
祭 

 

野
口
八
幡
社
例
祭 

 
 
 
 

野
口
神
明
社
例
祭 

 
 
 
 

尾
張
白
山
社
例
祭 

二
十
日 

天
満
天
神
社
例
祭 

 

十
一
月 

二
十
三
日
上
末
八
幡
社
新
嘗
祭 

 

二
十
四
日
野
口
神
明
社
新
嘗
祭 

 
 
 
 

三
明
神
社
新
嘗
祭 

池
之
内
八
幡
神
社
新
嘗
祭 

 
 
 
 

天
満
天
神
社
新
嘗
祭 

 
 
 
 

野
口
八
幡
社
新
嘗
祭 

 

※
日
程
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
最
新
の
予
定
及
び
詳
細

な
時
間
は
公
式
サ
イ
ト
を
ご
覧
下

さ
い
。 

 

お
知
ら
せ 

 

天
満
天
神
社
例
祭
に
つ
い
て 

 

天
満
天
神
社
の
秋
の
祭
礼
は
、

本
年
も
十
月
第
三
週
の
日
曜
日
に

斎
行
予
定
で
す
。
昨
年
と
同
様
に

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
出
店
（
氏
子
世

帯
に
は
金
券
を
配
布
）、
消
防
車
の

展
示
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、
起

震
車
に
つ
い
て
は
不
参
加
の
予
定

で
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
回
覧
を

ご
覧
下
さ
い
。 

 

境
内
で
の
火
気
取
扱
い
に
つ
い
て 

 

神
社
境
内
に
お
い
て
は
、
神
社

又
は
地
域
主
催
の
行
事(

か
が
り

火
、
ど
ん
ど
焼
き
等)

を
除
き
、
火

気
の
取
り
扱
い
は
厳
禁
で
す
。
特

に
夏
場
は
花
火
を
さ
れ
る
ご
家
庭

も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
神
社

境
内
に
お
い
て
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

神
社
は
木
造
の
社
殿
、
木
々
、
落

ち
葉
等
燃
え
や
す
い
も
の
の
集
合

体
で
す
。
火
の
不
始
末
は
大
火
災

に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
留
意
下
さ
い
。
尚
、
当
然

の
事
な
が
ら
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
等
火

気
を
伴
う
飲
食
も
禁
止
で
す(

お

弁
当
を
広
げ
る
程
度
は
問
題
あ
り

ま
せ
ん)

。 

 

薪
木
の
頒
布
に
つ
い
て 

当
職
所
管
の
神
社
に
お
い
て
境
内

樹
木
を
手
入
れ(

除
伐
、
剪
定
等)

の
際
、
一
定
量
の
伐
採
木
が
出
ま

す
。
処
分
費
の
問
題
で
残
置
す
る

も
の
が
多
い
為
、
薪
ス
ト
ー
ブ
へ

の
利
用
等
で
ご
希
望
の
方
は
無
償

で
差
し
上
げ
ま
す
の
で
公
式
サ
イ

ト
問
い
合
わ
せ
フ
ォ
ー
ム
よ
り
ご

連
絡
下
さ
い
。
詳
細
を
お
教
え
し

ま
す
。
概
ね
玉
切
り
の
状
態
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
の
裁

断
、
搬
出
等
は
全
て
自
弁
・
自
己

責
任
と
な
り
ま
す
。 

 

次
回
発
行
予
定
に
つ
い
て 

「
篠
岡
神
社
報
」次
号0

0
6

号
は
、

十
一
月
中
旬
頃
発
行
予
定
で
す
。 

  

 


